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労働契約上の安全配慮義務（職場環境調整義務）違反の主張に対する孤立防止義務
違反の判断と弁論主義・処分権主義

事実の概要

　Ｙ（被告・控訴人）と労働契約を締結し、Ｙの
経営・運営するテーマパークにおけるショーの出
演者として就労しているＸ（原告・被控訴人）は、
平成 25 年 2 月 7 日から平成 30 年 3 月 12 日まで
の間、上司や同僚からパワーハラスメント（以下

「パワハラ」という）および集団的ないじめを受け、
これにより精神的苦痛を被ったと主張して、Ｙに
対し、債務不履行（安全配慮義務違反）または不
法行為（使用者責任）に基づく損害賠償請求とし
て、慰謝料等の支払を求めた。
　原審（千葉地判令 4・3・29 判時 2614 号 81 頁）

において、Ｘは、Ｙが「職場内においてパワハラ
による人権侵害が起きないようにし、良好な職場
環境を保持するため、従業員にパワハラ防止のた
めの教育をし、パワハラが発生した場合はこれを
調査把握し、適切な措置を講ずるべき義務」（職
場環境調整義務）に違反していると主張したが、
千葉地方裁判所は、Ｘの主張する上司や同僚の発
言はいずれも証拠上認められないか、社会通念上
相当性を欠いて違法とまではいえないものの、Ｙ
が「他の出演者に事情を説明するなどして職場の
人間関係を調整し、Ｘが配役について希望を述べ
ることで職場において孤立することがないように
すべき義務」（孤立防止義務）に違反しているとし
て、Ｙに対し、Ｘに慰謝料等の一部を支払うよう

命じた。
　これに対しＹは、Ｘが孤立防止義務違反につい
て全く主張しておらず、原審の上記判断は処分権
主義および弁論主義に反する違法なものであるな
どとして、控訴を提起した（Ｘ附帯控訴）。

判決の要旨

　原判決中一部取消、一部棄却（附帯控訴棄却）。
　東京高等裁判所は、Ｘの主張する集団的ないじ
めの事実については、それを構成するとされる
個々のいじめ行為についてみても、いずれもこれ
を認めるに足りず、本件各発言によるパワハラお
よび集団的ないじめが存在していたとは認められ
ないのであるから、Ｘの主張は、いずれもその前
提を欠き、理由がないというべきであると判示し
た。
　そのうえで、「原審は、当審と同様に、本件各
発言の多くは認めるに足りず、一部認めることが
できる発言についても違法とまではいえないと認
定判断しておきながら、他方で、Ｙは『他の出演
者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調
整し、Ｘが配役について希望を述べることで職場
において孤立することがないようにすべき義務』

（孤立防止義務）を負っていたところ、この義務
に違反し、Ｘに著しい精神的苦痛を被らせたと判
断して、Ｙに対し合計 88 万円及び遅延損害金の
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支払を命じている」が、「本訴におけるＸの請求は、
本件各発言によるパワハラ及び集団的ないじめを
漫然と放置したことによる安全配慮義務違反、又
は、本件各発言によるパワハラ及び集団的ないじ
めそれ自体を理由とする民法 715 条 1 項本文の
使用者責任に基づく損害賠償を請求するもの」で
あり、「原審におけるＸの訴状及び各準備書面を
精査してみても、Ｘの主張の中に、Ｙには職場に
おける『孤立防止義務』すなわち『他の出演者に
事情を説明するなどして職場の人間関係を調整
し、Ｘが配役について希望を述べることで職場に
おいて孤立することがないようにすべき義務』が
あり、その義務を怠ったのであって、これにより
Ｘが損害を被ったと主張している部分は見当たら
ない」ことから、「本件各発言によるパワハラ及
び集団的ないじめが認められない以上は、Ｘの主
張する安全配慮義務違反及び使用者責任はその前
提を欠くのであって、Ｘの請求は棄却されるべき
ものである」と判示した。
　また、控訴審におけるＸの主張については、「原
審の判断を受けて、パワハラ及び集団的ないじめ
の有無にかかわらず、Ｙには職場における『孤立
防止義務』違反があるとの新たな主張を当審にお
いて行う趣旨と解する余地もないわけではない」
が、「Ｘが援用する原判決の『孤立防止義務』の
内容は、『職場において孤立することがないよう
にすべき義務』という抽象的なものにすぎず、そ
の具体的内容が判然としないのであって、『孤立』
というのがどのような状態か、これを防止するた
めにＹがどのような行為をすべきなのかなど、何
ら明らかにはされていない（原判決でも説示され
ておらず、Ｘもこれに追加する特段の主張をして
いない。）」ことから、「かかる抽象的な義務を根
拠に、Ｙに義務違反を認め、損害賠償を命じると
いうのは、相当ではないといわざるを得ない（そ
もそも、この新たな主張は『孤立防止義務』違反
に基づく新たな損害賠償請求を予備的に請求する
ものとして、訴えの追加的変更に該当するとも解
されるところ、民事訴訟法 143 条 1 項の要件を
満たすかどうかは疑問があるし、仮に訴えの追加
的変更に該当しないと解しても、時機に後れた攻
撃防御方法の提出（民事訴訟法 157 条 1 項）と
評価され得るものである。）」と判示した。

　更に、「以上の点を措き、仮に、Ｘのいう『孤
立防止義務』というのが損害賠償義務を発生させ
得る程度に相応に具体的で特定されていると解す
る余地があるとしても、本件において、Ｙがかか
る義務を履行しなければならない程度にまでＸが
職場で『孤立』していたと認めることは困難であ
る」と判示した。
　なお、Ｘは、控訴審において、ＹがＸの希望お
よび精神状態を無視・軽視し、ショーへの出演を
続けさせたのであって、この点に「仕事内容調整
義務」違反が認められると主張していたが、これ
については、「新たに『仕事内容調整義務』違反
による損害賠償を請求するものとすれば、……民
事訴訟法 143 条 1 項又は 157 条 1 項の問題が生
ずる」うえ、「この点を措いても、……Ｙにおいて、
Ｘのいう『仕事内容調整義務』が生じており、そ
の違反があったと認めることは困難である」と判
示した。

判例の解説

　一　問題の所在
　本判決は、Ｘの主張する発言の有無・当否等が
争われた事案において、原判決の判断に弁論主義
ないし処分権主義の観点から問題がある旨示唆す
るとともに、「孤立防止義務」についても判断し
たものとの評価がある１）。しかし、弁論主義への
明示的な言及はなく２）、また処分権主義について
も同様であり、本件が真に弁論主義ないし処分権
主義を問題とするものであったかは疑わしい。以
下、この点について検討していく。

　二　処分権主義と弁論主義について
　私的自治の原則の訴訟への反映として、訴訟の
開始、審判の対象・範囲、訴訟の終了についての
処分の自由を当事者に認める原則を、処分権主義
と呼び、その中核的内容を定めた民訴法 246 条
は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項
について、判決をすることができない」と規定す
る。これは換言すれば、裁判所は当事者の申し立
てた事項についてのみ判決をすることが許される
ことを意味し、当事者の申し立てた事項（申立事
項）とは、原告が訴えをもって提示した審判の対
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象たる「訴訟物」＝訴訟上の請求を指すといわれ
る３）。
　他方で、弁論主義とは、原告の主張する訴訟物
たる権利の存否の判断に必要な訴訟資料（攻撃防
御方法）の収集の局面において、当事者に主たる
権限および責任を認める原則をいい、その第一原
則として、裁判所は、当事者が主張しない事実を
判決の資料として採用してはならないものとされ
る。したがって、訴訟物に関する処分権主義と、
攻撃防御方法に関する弁論主義とは、その問題領
域を異にする４）。

　三　安全配慮義務について
　ところで、労働災害訴訟の法的構成としては、
不法行為構成と債務不履行（安全配慮義務違反）

構成とが考えられ５）、パワハラの事案においても
同様とされている６）。安全配慮義務は、（雇用契
約に関連して議論はあったとされるものの）最高裁
がその内容形成を主導してきた法理とされ、「あ
る法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に
入った当事者間において、当該法律関係の付随義
務として当事者の一方又は双方が相手方に対して
信義則上負う義務として一般的に認められるべき
もの」（最判昭 50・2・25 民集 29 巻 2 号 143 頁）と
説示される７）。
　安全配慮義務の成立が認められる法律関係は一
様ではないうえ、事故の種類・態様も千差万別で
あり、義務の具体的内容も個々の事案に応じて多
種多様なものとなる８）。もっとも、（安全配慮義務
の）債務不履行に基づく損害賠償請求の場合には、
基本となる債務が 1 個である以上、訴訟物も 1
個であると解するのが一般的とされる９）。そうす
ると、仮に安全配慮義務の枠内で複数の具体的な
義務と違反が観念されうるとしても、それらは訴
訟物のレベルでは同一なのであり（もっとも、本
来の債務の不履行との関係では別個の訴訟物と考え
る余地はある 10））、したがって、処分権主義は問
題とならないことになろう。
　他方で、安全配慮義務の内容を特定し、かつ義
務違反に該当する事実を主張・立証する責任は原
告にある（最判昭 56・2・16 民集 35 巻 1 号 56 頁）

とされるが 11）、この点に関連し、安全配慮義務
をいわゆる規範的要件になぞらえ、評価根拠事実

と評価障害事実の総合判断によって決せられる性
質のものとする見解と、その発生原因事実の立証
によって存在が肯定されるとともに内容が定まる
ものとする見解とがある 12）。原判決は、おそら
く前者の見解に立っていたものと思われ、Ｘの主
張する職場環境調整義務（これは、裁判例で認めら
れている義務である）の評価根拠事実と評価障害
事実の総合判断の中で、孤立防止義務という要素
を見出し、これについて判断したものと解しうる

（原判決には、孤立防止義務が職場環境調整義務の
一部であるかのような説示もみられるとの指摘があ
る）13）。これに対し、本判決は、後者の見解に立ち、
孤立防止義務を職場環境調整義務とは別個の具体
的な義務と解し、その発生原因事実をリジッドに
主張・立証させることを要求するがゆえに、Ｘが
主張していない（とされる）孤立防止義務違反に
関する原判決の判断を弁論主義の観点から問題が
あるとしたのであろう。

　四　孤立防止義務と控訴審裁判所のとるべき
　　　措置
　もっとも、仮に第一審判決の判断が弁論主義の
観点から問題があったとしても、かかる問題は第
一審判決の判断を受けて新たな主張を控訴審にお
いて行うことによって是正されうるように思われ
るし（本判決も、控訴審におけるＸの主張について、

「原審の判断を受けて、パワハラ及び集団的ないじめ
の有無にかかわらず、Ｙには職場における『孤立防
止義務』違反があるとの新たな主張を当審において
行う趣旨と解する余地もないわけではない」と判示
している）、そのようにして提出された新たな主
張を、本判決の判示するように時機に後れた攻撃
防御方法の提出（民訴法 157 条 1 項。なお、本判決
の判示する「民事訴訟法 143 条 1 項の要件」は遅滞
要件を指しているものと考えられる）と評価するこ
とには問題があるように思われる。
　思うに、本判決は、孤立防止義務というもの
が、損害賠償義務を発生させうる程度に相応に具
体的で特定されているとは解し得ないというとこ
ろに力点が置かれているものと解すべきである。
そして、かかる孤立防止義務の内容が元々、原判
決において説示されたものであり、Ｘがこれを援
用するかたちで新たな主張を控訴審において行っ
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たものであることからすれば、そもそも孤立防止
義務が一般に安全配慮義務の具体的内容として認
められ得ないものとする場合は格別（孤立防止義
務そのものについて判断した裁判例は本件原判決以
外には見当たらず、学説上も何らかの議論ないし見
解があったというわけではなく 14）、職場環境調整義
務の一部として孤立防止義務を認めることに疑問を
呈するものもある 15））、問題はむしろ、弁論主義な
どではなく（無論、処分権主義でもない）、原審に
おいて当事者間で孤立防止義務に関する主張・立
証が尽くされていなかったという点にあると解し
得よう。そうすると、東京高等裁判所としては、
原審において安全配慮義務の規範的評価（これは
裁判所の法的判断の一環である 16））ないし発生原因
事実の主張・立証のための法的観点指摘義務違反
があったとしたうえで、更に審理を尽くさせるべ
く、原審に差戻しをすべきであったのではないだ
ろうか 17）。

　五　評価
　このように、本件の問題の本質は、原審におけ
る孤立防止義務に関する法的観点指摘義務違反で
あったのであり、東京高等裁判所としては、原審
に差戻しをすべきであったと評価し得、これに反
する本判決の判断には問題があるものと思われ
る。
　なお、法的観点指摘義務は、旧訴訟物理論の下
では、訴訟物自体の選択に関わる釈明になる場合
とされており 18）、本件でも、端的に法的観点指
摘義務違反を指摘したうえで原審に差戻しをすれ
ば、訴訟物についても自ずと明らかとなったよ
うに思われる。本判決からは、訴訟物に関する
明言を避けるような姿勢が見てとれるが、民事
訴訟の審判対象を指し示す「指示概念」として
の機能 19）をも軽視する本判決の姿勢は、見直さ
れて然るべきであろう。
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